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(57)【要約】
　【課題】過酸化水素や過酢酸等の過酸化物を含有する
排水を処理する方法とその装置に関し、還元剤や触媒等
を別途必要とせずに排水中の過酸化物を分解して生物処
理するのを可能とすることを課題とする。
　【解決手段】生物処理すべき排水を嫌気処理した後、
その嫌気処理水を過酸化物含有排水と混合して過酸化物
含有排水中の過酸化物を分解することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生物処理すべき排水を嫌気処理した後、その嫌気処理水を、過酸化水素又は過酢酸から
なる過酸化物を含有する過酸化物含有排水と混合して過酸化物含有排水中の過酸化物を分
解することを特徴とする過酸化物含有排水の処理方法。
【請求項２】
　過酸化物含有排水中の過酸化物を分解した後、嫌気処理水と過酸化物含有排水との混合
排水を生物処理する請求項１記載の過酸化物含有排水の処理方法。
【請求項３】
　混合排水の生物処理が好気的生物処理である請求項２記載の過酸化物含有排水の処理方
法。
【請求項４】
　生物処理すべき排水を嫌気処理するための嫌気処理設備（２）と、該嫌気処理設備（２
）で処理された嫌気処理水を、過酸化水素又は過酢酸からなる過酸化物を含有する過酸化
物含有排水と混合するための混合槽（４）とを具備したことを特徴とする過酸化物含有排
水の処理装置。
【請求項５】
　生物処理すべき排水を嫌気処理するための嫌気処理設備（２）と、該嫌気処理設備（２
）で処理された嫌気処理水を、過酸化水素又は過酢酸からなる過酸化物を含有する過酸化
物含有排水と混合するための混合槽（４）と、該混合槽（４）で混合されて過酸化物が分
解された前記嫌気処理水と過酸化物含有排水との混合排水を好気処理するための好気処理
設備（５）とを具備したことを特徴とする過酸化物含有排水の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、過酸化物含有排水の処理方法とその装置、さらに詳しくは、過酸化水素や過
酢酸等の過酸化物を含有する排水を処理する方法とその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、食品工場等においては、飲料水や食品の生産に際して滅菌処理を厳格に行う観点
から、過酸化水素や過酢酸等の過酸化物が用いられている。このような過酸化水素等の過
酸化物は、具体的には、たとえば飲料水を収容するペットボトルの蓋を殺菌するための洗
浄に使用される。
【０００３】
　このような排水中においては、上記のような過酸化物以外に有機物が含まれている場合
があり、その場合には一般の排水中の有機物と同様に微生物を用いて生物処理を行うこと
が望ましい。また、過酸化物として過酢酸を用いる場合には、その過酢酸は添加後には酢
酸に変化するが、その酢酸も有機物であるため、生物処理を行うのが望ましい。
【０００４】
　ところが、過酸化水素や過酢酸等には殺菌作用があるため、結果として微生物に対して
阻害性を持つこととなり、従って上記のような過酸化物を含有する排水をそのまま生物処
理すると、微生物が死滅し、生物処理の実効が図られないこととなる。
【０００５】
　そこで、上記のような過酸化物は事前に分解しておく必要があり、その手段として、従
来ではたとえば重亜硫酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウムや鉄化合物等の還元剤を用いる
方法や、活性炭等の触媒を用いる方法が採用されている。
【０００６】
　しかし、還元剤を用いる方法では、還元剤自体が比較的高価なものであるため、全体の
処理コストも高くなり、しかも還元剤を添加する分、後段の汚泥量も増加するという問題
点がある。
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【０００７】
　また活性炭を用いる方法は、還元剤を用いる方法に比べるとコストは低減できるが、触
媒としての活性炭を担持させるための装置が別途必要となる。また、過酸化物が分解され
る反応が生ずる際に、活性炭が発泡して流出するおそれがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、このような従来の問題点を解決するためになされたもので、還元剤や触媒等
を別途必要とせずに排水中の過酸化物を分解して生物処理するのを可能とすることを課題
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、このような課題を解決するために、過酸化水素や過酢酸等の過酸化物を含有
する過酸化物含有排水の処理方法とその装置としてなされたもので、過酸化物含有排水の
処理方法としての特徴は、生物処理すべき排水を嫌気処理した後、その嫌気処理水を過酸
化物含有排水と混合して過酸化物含有排水中の過酸化物を分解することである。
【００１０】
　また、過酸化物含有排水の処理装置としての特徴は、生物処理すべき排水を嫌気処理す
るための嫌気処理設備２と、該嫌気処理設備２で処理された嫌気処理水と過酸化物含有排
水を混合するための混合槽４とを具備させたことである。
【００１１】
　この混合槽４の後段には、好気処理設備５を設けて、過酸化物含有排水中の過酸化物を
分解した後の嫌気処理水と過酸化物含有排水との混合排水を好気的に生物処理するのが望
ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように、本発明は、生物処理すべき排水を嫌気処理した後、その嫌気処理水を過
酸化物含有排水と混合して過酸化物含有排水中の過酸化水素等の生物阻害成分を分解する
ものであるため、従来のような還元剤や触媒等を別途準備することなく、一般の排水処理
システムをそのまま利用して過酸化物含有排水の処理を行うことが可能になるという効果
がある。
【００１３】
　従って、過酸化物含有排水を処理するための処理コストも、還元剤や触媒を用いる従来
の方法等に比べて低減することができるという効果がある。
【００１４】
　また、従来のように薬品由来の汚泥量が増加することもない。
【００１５】
　さらに、嫌気処理水を過酸化物含有排水とを混合した後、その混合排水を好気処理した
場合には、嫌気処理のみで分解しきれない有機物を好適に分解することができるという効
果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について、図面に従って説明する。
【００１７】
（実施形態１）
　図１は、一実施形態としての過酸化物含有排水の処理装置の概略ブロック図を示す　。
　　　
【００１８】
　本実施形態の過酸化物含有排水の処理装置は、同図に示すように、食品工場排水貯留槽
１と、嫌気処理設備２と、過酸化物含有排水貯留槽３と、混合槽４と、好気処理設備５と
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からなる。
【００１９】
　食品工場排水貯留槽１は、食品工場から排出される排水であって、製品化に至らない飲
料，食品の不要物、その他の液状物である一般の排水を食品工場から供給して貯留するた
めのものである。
【００２０】
　嫌気処理設備２は、前記食品工場排水貯留槽１からの排水を嫌気処理するためのもので
あり、たとえばメタン発酵菌等で前記排水中の有機物等を分解して処理するものである。
【００２１】
　このような嫌気処理設備２としては、たとえば上向流式嫌気処理設備（ＵＡＳＢ）が用
いられる。この嫌気処理設備２には、メタン発酵菌の菌体グラニュールが充填される反応
槽（図示せず）が具備され、その反応槽の底部から前記食品工場排水貯留槽１からの排水
が供給されることになる。
【００２２】
　過酸化物含有排水貯留槽３は、食品工場において、過酸化水素を含む洗浄，殺菌用の洗
浄水を用いて容器やその蓋類の洗浄を行った後の排水を貯留するためのものである。その
排水には、生物阻害成分としての過酸化物が含有されている。
【００２３】
　混合槽４は、前記嫌気処理設備２で嫌気処理された嫌気処理水と、前記過酸化物含有排
水貯留槽３からの過酸化物含有排水を混合するための槽であり、この混合槽４内で過酸化
物含有排水中の過酸化物である過酸化水素が嫌気処理水によって分解されることとなる。
【００２４】
　好気処理設備５は、前記混合槽４で過酸化物が分解された混合排水を好気的に生物処理
するためのもので、たとえば活性汚泥法等が採用される。
【００２５】
　活性汚泥法による好気処理設備５には、図示しないが、生物処理槽、沈殿槽等が具備さ
れており、生物処理槽には必要に応じて担体が充填される。
【００２６】
　上述のような構成からなる過酸化物含有排水の処理装置を用いて、食品工場から排出さ
れる過酸化物含有排水を処理する処理方法の実施形態について説明する。
【００２７】
　先ず、食品工場から排出される一般の排水を食品工場排水貯留槽１に貯留し、その食品
工場排水貯留槽１から排水を嫌気処理設備２に供給する。この嫌気処理設備２における反
応槽中のメタン発酵菌の菌体グラニュールによって、排水中の有機物等が分解され、嫌気
処理される。
【００２８】
　次に、嫌気処理設備２で嫌気処理された嫌気処理水は、前記混合槽４へ供給される。一
方、この混合槽４へは、前記過酸化物含有排水貯留槽３から過酸化物含有排水が供給され
る。
【００２９】
　そして、混合槽４内で嫌気処理水と過酸化物含有排水とが混合され、過酸化物含有排水
中の過酸化水素が嫌気処理水によって分解される。
【００３０】
　過酸化水素が嫌気処理水によって分解される作用は必ずしも明確ではないが、嫌気処理
水が有する還元力によって分解されるものと認められる。そして、メタン発酵の場合の具
体的な作用は、一応次のように推定される。
【００３１】
　生物処理においては、有機物の分解に関して電子の授受が行われ、すなわち酸化，還元
反応が逐次行われて反応が進行する。
【００３２】
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　生物処理に用いられる微生物が生存するためにはＡＴＰ等の高エネルギー化合物が必要
であるが、このような高エネルギー化合物を生成するために必要なエネルギーは有機物の
酸化によって得られる。その際、電子が放出されることとなるので、電子受容体が必要と
なる。
【００３３】
　嫌気性排水処理においては、溶存酸素がなく、また効率のよい電子受容体（酸化ステッ
プにより放出された電子を受けとるもの）がないので、メタン菌により放出された電子の
受け取りに、炭酸ガスが利用される。換言すれば、炭酸ガスは水素によって還元され、そ
の結果メタンが生成するのである。
【００３４】
　また硫酸塩が存在している場合には、水素、有機物により還元され、硫化水素を生成す
る反応が進行する。このような反応の進行を考慮すると、嫌気処理水は高い還元力を持っ
た水であるといえる。
【００３５】
　このようにして混合槽４で過酸化水素が分解された混合排水は、好気処理設備５に供給
される。混合排水は、好気処理設備５の生物処理槽、沈殿槽へ順次供給され、好気的に生
物処理される。
　
【００３６】
　食品工場からの排水中の有機物は、前記嫌気処理設備２による嫌気処理のみでは完全に
は分解処理されないが、その後の好気処理設備５でさらに分解処理されるので、排水中の
ＢＯＤも低減することができるのである。
【００３７】
　以上のように、本実施形態では、食品工場から排出される一般の排水を嫌気処理し、そ
の嫌気処理後の嫌気処理水の還元力を利用して過酸化物含有排水中の生物阻害成分である
過酸化水素を分解することができた。
【００３８】
　従って、従来のような還元剤や触媒等を別途準備することなく、食品工場からの一般の
排水処理システムをそのまま利用して過酸化物含有排水の処理を行うことが可能となった
。
【００３９】
（実施形態２）
　本実施形態の過酸化物含有排水の処理装置は、図２に示すように、嫌気処理設備２と、
混合槽４と、好気処理設備５とが具備されており、実施形態１のように食品工場排水貯留
槽１と過酸化物含有排水貯留槽３とは具備されていない。
【００４０】
　すなわち、本実施形態では、食品工場から排出される排水が、直接嫌気処理設備２に供
給され、また食品工場において、洗浄，殺菌用の洗浄水として使用された後の過酸化物含
有排水は、直接混合槽４へ供給される。
【００４１】
　ただし、食品工場からの排水が嫌気処理設備２に供給されてメタン発酵菌の菌体グラニ
ュールによって嫌気処理される点、嫌気処理後の嫌気処理水が混合槽４内で過酸化物含有
排水と混合され、過酸化物含有排水中の過酸化水素が嫌気処理水によって分解される点、
過酸化物が分解された混合排水が好気処理設備５で好気処理される点は上記実施形態１と
同じである。
【００４２】
　本実施形態においても、上記実施形態１と同様に食品工場から排出される一般の排水を
嫌気処理した後、その嫌気処理水の還元力を利用して過酸化物含有排水中の過酸化水素を
分解することができる。
【００４３】
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（その他の実施形態）
　尚、上記実施形態では、混合槽４の後段に好気処理設備５を設けたため、嫌気処理設備
２で十分に分解できなかった有機物を好適に分解することができ、また過酸化物含有排水
中の有機物等も分解できるという好ましい効果が得られたが、このような好気処理設備５
を設けることは本発明に必須の条件ではない。
【００４４】
　また、該実施形態では、嫌気処理設備２の後段に混合槽４を設け、その混合槽４に過酸
化物含有排水を供給して該過酸化物含有排水と嫌気処理水とを混合するようにしたが、混
合槽４を設けることは本発明に必須の条件ではない。たとえば、嫌気処理設備２の後方の
ラインに直接過酸化物含有排水を供給して嫌気処理水と混合することも可能である。要は
、過酸化物含有排水と嫌気処理水とが混合されればよいのである。
【００４５】
　さらに、該実施形態では、過酸化水素を含有する排水を適用する場合について説明した
が、過酢酸を含有する排水に本発明を適用することも可能である。要は、これらの過酸化
物を含有する排水であれば本発明を適用することが可能である。さらに上記実施形態では
、食品工場排水に過酸化物含有排水を混合する場合について説明したが、本発明を適用す
る排水の種類も該実施形態の食品工場排水に限定されるものではなく、他の種類の排水に
適用することも可能である。
【００４６】
　また、上記実施形態では、嫌気処理設備として上向流式嫌気処理設備（ＵＡＳＢ）を用
いる場合について説明したが、嫌気処理設備の種類はこれに限定されるものではなく、他
の種類の嫌気処理設備を用いることも可能である。
【実施例】
【００４７】
（実施例１）
　本実施例では、生物阻害成分である過酸化水素を含有した過酸化水素含有排水と嫌気処
理水とを１：１に混合し、攪拌して所定時間経過後の過酸化水素の濃度を測定した。
【００４８】
　過酸化水素含有排水の２５０ｍｌを容器に入れ、ｐＨを中性に調製した後、嫌気処理水
２５０ｍｌを添加して攪拌し、所定時間経過後の過酸化水素の濃度を測定した。
【００４９】
　嫌気処理水としては、サンプリングから２日経過後のもの、３日経過後のもの、及び４
日経過後のものの３種類を準備した。試験結果を図３に示す。
【００５０】
　図３からも明らかなように、３種類のいずれのサンプルも混合した直後は過酸化水素の
濃度は１０００ｍｇ／ｌ前後であったが、９０分経過後には約６ｍｇ／ｌまで低下した。
【００５１】
（実施例２）
　本実施例では、上記実施例１で過酸化水素を分解した嫌気処理水の活性汚泥回分試験を
行った。これは、過酸化水素分解処理後の嫌気処理水の生物分解性を確認するために行う
ものである。
【００５２】
　嫌気処理水によって過酸化水素を分解した処理水に、必要量の窒素、リンを添加し、汚
泥を添加して、処理水のＴＯＣを測定した。その結果を図４に示す。
【００５３】
　図４からも明らかなように、経過時間とともに嫌気処理水のＴＯＣは低下し、２４時間
経過後にはＴＯＣ除去率は７２％となった。これにより、上記実施例１の嫌気処理水の生
物分解は可能であることが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
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【図１】一実施形態としての過酸化物含有排水の処理装置の概略ブロック図。
【図２】他実施形態としての過酸化物含有排水の処理装置の概略ブロック図。
【図３】嫌気処理水の添加による過酸化物含有排水中の酸化剤濃度の推移を示すグラフ。
【図４】活性汚泥回文試験結果のグラフ。
【符号の説明】
【００５５】
２　嫌気処理設備
４　混合槽
５　好気処理設備

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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